






茅ヶ崎市自立支援協議会構成員について茅ヶ崎市自立支援協議会構成員について茅ヶ崎市自立支援協議会構成員について茅ヶ崎市自立支援協議会構成員について

●代表者会議【事務局　茅ヶ崎市】

No. 団体名称

1 茅ヶ崎市身体障害者福祉協会

2 特定非営利活動法人松の実会

3 茅ヶ崎市肢体不自由児者父母の会

4 茅ヶ崎地区自閉症児・者親の会

5 茅ヶ崎手をつなぐ育成会

6 茅ヶ崎市障害者施設連絡会

7 茅ヶ崎・寒川居宅事業所連絡会

8 茅ヶ崎市地域作業所連絡会

9 茅ヶ崎市・寒川ホーム連絡会

10 茅ヶ崎市・寒川町日中一時支援事業所連絡会

11 藤沢公共職業安定所

12 湘南地域就労援助センター

13 茅ヶ崎保健福祉事務所

14 神奈川県中央児童相談所

15 茅ヶ崎養護学校

16 茅ヶ崎市社会福祉協議会

17 社会福祉法人　翔の会

18 社会福祉法人　碧

19 茅ヶ崎市社会福祉事業団

20 そだちの支援部会

21 就労支援部会

22 社会参加支援部会

23 地域生活支援部会

オブザーバー

No. 団体名称

1 茅ヶ崎医師会

●運営会議【事務局　茅ヶ崎市】

1 障害者生活支援センター

2 地域生活支援センター元町の家

3 生活相談室とれいん

4 相談支援センターつみき

5 そだちの支援部会

6 就労支援部会

7 社会参加支援部会

8 地域生活支援部会



●地域生活支援部会【事務局　生活相談室とれいん】

No. 団体名称

1 茅ヶ崎市障害者施設連絡会

2 茅ヶ崎市障害者施設連絡会

3 茅ヶ崎・寒川居宅事業所連絡会

4 茅ヶ崎地区自閉症児・者親の会

5 茅ヶ崎市地域作業所連絡会

6 茅ヶ崎・寒川ホーム連絡会

7 茅ヶ崎市・寒川町相談支援事業所連絡会

8 茅ヶ崎保健福祉事務所

9 医療法人社団朋友会　けやきの森病院

10 福祉相談室連絡会議

11 茅ヶ崎市障害福祉課

●社会参加支援部会【事務局　障害者生活支援センター】

No. 団体名称

1 茅ヶ崎市障害者施設連絡会

2 茅ヶ崎市・寒川町日中一時支援事業所連絡会

3 茅ヶ崎・寒川居宅事業所連絡会

4 茅ヶ崎手をつなぐ育成会

5 茅ヶ崎市地域作業所連絡会

6 茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会

7 特定非営利活動法人湘南ふくしネットワークオンブズマン

8 茅ヶ崎市・寒川町相談支援事業所連絡会

9 茅ヶ崎養護学校

10 福祉相談室連絡会議

11 茅ヶ崎市障害福祉課

●就労支援部会【事務局　地域生活支援センタ―元町の家】

No. 団体名称

1 茅ヶ崎市障害者施設連絡会

2 茅ヶ崎市障害者施設連絡会

3 茅ヶ崎市障害者施設連絡会

4 特定非営利活動法人松の実会・茅ヶ崎市地域作業所連絡会

5 茅ヶ崎養護学校

6 藤沢公共職業安定所

7 湘南地域就労援助センター

8 神奈川県障害者就労相談センター

9 茅ヶ崎市・寒川町相談支援事業所連絡会

10 福祉相談室連絡会議

11 茅ヶ崎市産業振興課

12 茅ヶ崎市雇用労働課

13 茅ヶ崎市障害福祉課

●そだちの支援部会【事務局　相談支援センターつみき】

No. 団体名称

1 茅ヶ崎市障害者施設連絡会

2 茅ヶ崎市障害者施設連絡会

3 茅ヶ崎市肢体不自由児者父母の会

4 茅ヶ崎市・寒川町日中一時支援事業所連絡会

5 茅ヶ崎市・寒川町相談支援事業所連絡会

6 茅ヶ崎保健福祉事務所

7 茅ヶ崎養護学校

8 神奈川県中央児童相談所

9 福祉相談室連絡会議

10 茅ヶ崎市教育委員会学校教育指導課

11 こども育成相談課

12 茅ヶ崎市障害福祉課



H26年度茅ヶ崎市自立支援協議会の状況

部会名 事務局 開催頻度 内容

地域生活支援部会 とれいん 年3回 ・地域の相談支援のネットワークについて

WGが年２回 （相談の24時間体制、こみゅねっと茅ヶ

　崎の体制づくり）

→茅ヶ崎市の警備室（24時間体制）に

どのくらい相談があるか？

障害、高齢、児童の相談の中に、24時間

受け付けている窓口がどのくらいあるか？

24時間の本人からのニーズがどれくらい

か？課題を整理しているところ。

WGの構成メンバーは部会の委員。

社会参加支援部会 茅ヶ崎市社協 年3回 ・相互理解を目指した地域交流

　　（地域で共に暮らしていくこと）

→地域の人と当事者が交流しながら知り

　　合えるように、部会でどう取り組んで

　　いけるか検討中。各委員の中で取り

　　組んでいけるようなことを意見交換。

　　今後、イベントなどの具体的な話に

　　なっていけば、部会以外でも検討が

　　必要になってくるかもしれない。

・移動の支援に関すること

そだちの支援部会 つみき 年3回 ・昨年度のWGの内容を継続

臨時で1回 医療ケア→支援者向けの冊子の見直し

　　　　　支援がとぎれないようにするには？

　　　　　アンケートで情報を集める。

発達障害→現状の共有まで

就労支援部会 元町の家 年3回 ・昨年度からのWGの内容を継続

WGが４つ ◎課題検討WG→2回開催

◎企業連携WG→3回開催

◎グループワークWG（当事者向け勉強会）

　　→5回開催

◎工賃アップWG→2回開催

部会では、WGの報告。WGの構成メンバー

は、委員、自由参加者、部会長、副会長、

元町の家。

就職先がない、企業への障害特性の

周知、定着支援が課題。

部会横断の課題 茅ヶ崎市 年2回 発達障害の方への支援について検討

検討 障害福祉課 事例検討会開催

構成メンバーは、各部会の部会員を募って

出席してもらっている。

会議名 事務局 開催頻度 内容

代表者会議 茅ヶ崎市 年3回 各部会の報告

障害福祉課

運営会議 茅ヶ崎市 年８回 各部会の進捗状況の確認、代表者会議の

障害福祉課 打ち合わせ



  平成  平成  平成  平成２６２６２６２６年度藤沢市障年度藤沢市障年度藤沢市障年度藤沢市障がいがいがいがい者総合支援協議会者総合支援協議会者総合支援協議会者総合支援協議会　　　　関連図関連図関連図関連図　　　　

 

 

 

行政関係行政関係行政関係行政関係

・精神障がい者地域生活支援連絡会・精神障がい者地域生活支援連絡会・精神障がい者地域生活支援連絡会・精神障がい者地域生活支援連絡会

・子ども発達支援連絡会議・子ども発達支援連絡会議・子ども発達支援連絡会議・子ども発達支援連絡会議

・権利擁護ネットワーク連絡会・権利擁護ネットワーク連絡会・権利擁護ネットワーク連絡会・権利擁護ネットワーク連絡会

民間民間民間民間

・福祉団体連絡会・福祉団体連絡会・福祉団体連絡会・福祉団体連絡会

・障害福祉法人協議会・障害福祉法人協議会・障害福祉法人協議会・障害福祉法人協議会

・事業所連絡会・事業所連絡会・事業所連絡会・事業所連絡会

藤沢市障がい者総合支援協議会 傍聴傍聴傍聴傍聴１０１０１０１０名名名名

（設置根拠：障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第８９条の３）

障障障障がいがいがいがい者計画者計画者計画者計画・・・・障障障障がいがいがいがい福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画

検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会

傍聴傍聴傍聴傍聴10101010名名名名

役割役割役割役割

・障がい者計画・障がい福祉計画案の作成

・障がい者計画・障がい福祉計画の進行管

理

構成員構成員構成員構成員

・障がい児者関係団体の代表

・学識経験者

・障がい福祉施設の代表

・各専門部会の代表（計画検討担当）

・市民代表

連携

連携

設置目的設置目的設置目的設置目的

障がい者施策の推進等を図ることを目的とし、障がい福祉に関する関係機関等の連携の緊密化

を図り、地域における障がい者支援のための体制整備に関することの協議を行う。

役割役割役割役割

・専門部会の総括

・障がい者計画・障がい福祉計画案の協議、決定

・関連会議との情報共有や課題提起等

構成員構成員構成員構成員

・医師の代表 ・障がい者計画・障がい福祉計画検討委員会の代表

・歯科医師の代表 ・各専門部会の代表

・学識経験者 ・市民代表

・民生委員児童委員の代表 ・精神障がい者地域生活連絡会の代表

・障がい児者関係団体の代表 ・子ども発達支援連絡会議の代表

・障がい福祉施設の代表 ・権利擁護ネットワーク連絡会の代表

・労働機関の代表 ・市長が認めたもの

・教育機関の代表 ２４名以内

専門部会専門部会専門部会専門部会

役割役割役割役割

・地域の課題抽出、整理、課題解決のための提言

※ 専門部会の構成員については、必要に応じてメンバーの追加や入れ替えも随時行う。

湘南東部障害保健福祉圏域湘南東部障害保健福祉圏域湘南東部障害保健福祉圏域湘南東部障害保健福祉圏域

自立支援協議会自立支援協議会自立支援協議会自立支援協議会

神奈川県自立支援協議会神奈川県自立支援協議会神奈川県自立支援協議会神奈川県自立支援協議会

連携

支

援

相談支援部会相談支援部会相談支援部会相談支援部会

構成員構成員構成員構成員

・当事者及び家族

・相談支援事業所

・保健予防課

・子ども家庭課

権利擁護部会権利擁護部会権利擁護部会権利擁護部会

構成員構成員構成員構成員

・当事者及び家族

・障がい福祉施設

・相談支援事業所

・居住支援事業所

・居宅介護事業所

・日中活動事業所

・就労支援事業所

・湘南東部圏域権利

擁護ネットワーク

・成年後見相談機関

重度障重度障重度障重度障がいがいがいがい者者者者

支援部会支援部会支援部会支援部会

構成員構成員構成員構成員

・当事者及び家族

・相談支援事業所

・訪問看護ステーショ

ン連絡協議会

・放課後等デイサービ

ス事業所

・生活介護事業所

・居宅介護事業所

・子ども健康課

・保健予防課

就労就労就労就労・・・・進路支援部進路支援部進路支援部進路支援部

会会会会

構成員構成員構成員構成員

・当事者及び家族

・相談支援事業所

・公共職業安定所

・障害者就業・生活支

援センター

・特別支援学校

・就労支援事業所

・地域作業所連絡会

・商工会議所

・産業労働課

運営会議運営会議運営会議運営会議

役割役割役割役割

・協議会の運営及び方向性の調整

・会議事項・会議資料の調整

構成員構成員構成員構成員

・協議会代表・副代表

・障がい者計画・障がい福祉計画検討委員会の代表

・各専門部会の代表

・障がい福祉課



H26年度藤沢市障がい者総合支援協議会の状況

部会名 開催頻度 内容

相談支援部会 隔月 ◎計画相談について

・計画相談の進捗管理

・受給者証の進捗管理

・セルフプランのあり方を検討中

◎相談支援体制

・基幹相談支援センター、委託、指定、専門相談と事業所

が増えているので、今後の役割、機能をどうするか？

→体制づくりを検討中

・基幹相談支援センターが事業所を開拓し、事業所増え

ている→質の向上が課題

就労・進路支援 年4、5回

部会

重度障がい者支援 年4、5回

部会

権利擁護部会 年4、5回

会議名 開催頻度 内容

藤沢市障がい者 年4回

総合支援協議会

運営会議 年4回 ◎代表者会議の前に開催

・相談支援部会でアンケート調査をし課題が多く、部会に

　なった。

・昨年度ライフステージごとの支援について、今年度再度

　アンケート調査を行う。

・障害者優先調達推進法について→カタログ作り

・養護学校卒業時にサービス等利用計画が必要になる

　学校向けに事業所説明会、福祉サービスの説明会を

　開催

・学校卒業後の進路の課題

・医療ケアが課題→医療機関の理解

→アンケートで実態調査

◎部会の報告

→事業所向けの研修会開催　

→藤沢市の虐待防止センターの進捗状況

　　　　　　　　　　　　医療ケアの必要な方のサービスがない

　　　　　　　　　　　　相談になかなかつながらない

◎要護者の虐待についての検討



二宮町・大磯町障害者自立支援協議会の状況

会議名 事務局 開催頻度 内容

本会議 二宮町 年2回 ・地域の課題について

大磯町 ・各事業所・機関からの報告

素心会 ・困難ケースの検討　など

構成員

25名以内

・障害者団体の代表者

・二宮町、大磯町民生委員児童委員協議会が推薦する者

・障害福祉サービス事業所の代表者

・関係行政機関の職員

・その他二宮町長、大磯町長が必要と認めた者

会議名 事務局 開催頻度 内容

部会 二宮町 2，3ヶ月に ・就労→発達障害の方の就労について

（地域での課題に 大磯町 １回 ・児童→◎障害児の親御さんの就労問題

　ついて） 素心会 　　　　　→放課後等デイサービスの利用

　　　　　　　についての課題

　　　　　◎早期療育やサービス導入がス

　　　　　　　ムーズにできるような行政間や

　　　　　　　サービス事業所につなげるシ

　　　　　　　ステム体制について

・医療ケア→資源がないことが課題。

・困難ケースの会議について

　→地域のケースとして共通認識を持って

　　　もらい、協力体制を気づけるように、

　　　ケースの紹介。

・湘南西部保健福祉圏域地域生活ナビ

ゲーションセンターのネットワーク会議

の報告　　　　　　　　　　　　　　　　　など

構成員

その課題によって構成員は分けている。

二宮町、大磯町の障害福祉サービス事業所

関係行政機関の職員　

湘南西部保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター　など

会議名 事務局 開催頻度 内容

基礎講座 素心会 年２，３回 発達障害の理解

（障害について 高次脳機能障害の理解　　など

広く地域の理解を

深める）

勉強会（二宮町・大磯町障害者自立支援協議会以外）

・サービス等利用計画について事業所向けの説明、事業所開拓

・法の解釈について

・職場開拓について　　　　　など


